
原発推進ＧＸ
老朽原発の運転延長を
パブコメでとめよう！

2023年1月10日

原子力規制を監視する市民の会

阪上 武



全般的な意見

全面的な原発推進方針である行動指針案は撤回すべき

民意が全く反映されていない行動指針案は撤回すべき

意見１ （１）再稼働への関係者の総力の結集

「立地地域との共生」と称して原発再稼働の地元同意（不同意）の
過程や避難計画の策定の過程に国が介入すべきではない

・立地地域との共生…再稼働を餌に札束をちらつかせるやり方
・再稼働推進を目的に避難計画に介入…安全が脅かされる

資源エネルギー庁「今後の原子力政策の方向性と行動指針」



意見２ （２）運転期間の延長など既設原発の最大限活用

運転期間の延長（長期停止期間を運転期間から除外）に加えて設
備利用率を向上させようともしている。経済性最優先の運転を老
朽原発で実施するような危険なやり方をすべきではない。

・運転期間の定めを原子炉等規制法に残し厳格に守るべき
・長期停止期間を運転期間から除外すべきではない
・設備利用率向上が死傷事故を引き起こした



意見３ (3)新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の
開発・建設

新たな原発の開発・建設をすべきではない。そのために多額の
国費を投入すべきではない。

・高速増殖炉「もんじゅ」の失敗
・三菱重工と電力４社の計画…どこが次世代？どこが革新？
・原子力産業の救済のためにどれだけ税金を使うつもりか？



意見４ （４）再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化

六ケ所再処理工場の建設は中止し、プルサーマルもやめるべき。
核のゴミ（高レベル放射性廃棄物）の処分も決まらない状況で、こ
れ以上「核のゴミ」を増やしてはならない。福島第一原発の廃炉も
進まない状況で原発を推進すべきではない。

・六ヶ所再処理工場…日常的な放射能放出／高レベル廃液／プ
ルトニウムが増える
・プルサーマル…危険／高額／使用済燃料の処理ができない
・最終処分が決まらない…これ以上核のゴミを増やさないこと



原子力規制委員会
「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要（案）」



意見募集要綱

「運転期間に関する定めが原子炉等規制法から他法令に移され
る場合でも高経年化した発電用原子炉に関する安全規制を適切
に実施できるようにするため、法的な枠組みを原子炉等規制法
に定める予定となっております」

とあるように

① 運転期間に関する定めを原子炉等規制法から他法令（電気事
業法）に移すこと

② 高経年化した原子炉に関する安全規制を適切に実施すること

の２点について原子炉等規制法を改定することが前提



意見1

運転期間の定め（40年ルール）を原子炉等規制法から電気事
業法に移すべきではない。原子炉等規制法に残した上で、原子
力規制委員会はこれを厳格に守るべきである。

批判のポイント

①運転期間の定め（40年ルール）は「利用政策の判断」では
なく「安全規制」として原子炉等規制法に盛り込まれた

②「利用と規制の分離」という福島第一原発事故の教訓を踏み
にじるもの
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利用と規制の分離
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電気事業法 運転期間の定め（40年ルール）



運転期間の定め（40年ルール）は利用政策の判断か？

・原子炉等規制法改正にむけた国会での議論で、細野豪志環境大臣（当時）は、運
転期間を40年とした理由について、「（原子炉が中性子で）40年でもろくなると
いう結果ははっきり出てきている」と述べたほか、機器の多くが想定使用期間を
40年として設計されていることなどをあげている。

・平成二十四年二月七日付政府答弁書（高市早苗議員質問提出）に「原子炉設置許
可の審査において、重要な設備、機器等について中性子照射脆化等の設計上の評価
を運転開始後四十年間使用されることを想定して行っていることが多いことを考慮
し、原則として四十年としたものである」「安全上のリスクを低減するため発電用
原子炉の運転期間を制限することとした」との記載がある。

・令和四年十二月二十日付政府答弁書（辻元清美議員質問提出）に、「（原子炉等
規制法に規定する）『発電用原子炉を運転することができる期間』については、平
成二十四年当時の国会審議において、技術的見地を含め、幅広い観点から議論が行
われた上で、立法されたものと認識している」との記載がある。



・2012年6月の原子力委員会において内閣府原子力規制組織準備室の担当官が、
「運転期間制限」について「安全規制の変更」の項に位置付けて説明していた。

・資源エネルギー庁が2022年9月22日の原子力小委員会の会合に提出した資料に
「原子炉等規制法の改正時の国会審議においては、政府及び法案提出者から、以下
のような認識が示されている」としたうえで「運転期間に係る規定を含めた安全規
制のあり方については、原子力規制委員会の発足後、専門的な観点から検討される
べき」との記載がある。





資源エネルギー庁 2022/9/22 原子力小委員会提出資料より



12月28日付
東京新聞より



意見１ 運転期間の定め（40年ルール）を原子炉等規制法から
電気事業法に移すべきではない。原子炉等規制法に残した上で、
原子力規制委員会はこれを厳格に守るべきである。

意見２ 長期停止期間を運転期間から除外すべきではない

意見３ 原子力規制委員会は、新しい安全規制を検討する前に、
判断基準が不十分な状況で技術評価の結果だけしかみないこれ
までの審査の欠陥をみとめ、老朽原発の運転を一旦止めた上で、
従前の審査の総点検を実施すべきである。



意見３の事例

中性子照射脆化の問題では、既に審査が終わった原子炉について、予測
のための評価方法の信頼性や違法性が名古屋地裁で争われている。

中性子照射脆化の問題では、技術基準として用いられている民間規格に
ついて、従来の規格が使えないことが明らかになり、規格の改訂が要求
されながらそれが進まない中で、従来の規格が使われ続けている。


